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概要：我が国における初等中等教育，特に小学校中学校段階のこれまでの ICT活用の実践研究や実証事業
をふまえて，最近の学校教育の情報化に関連する国の制度化や予算化がどのように展開してきたのかを振
り返り，今後の課題を探ることを目的とした．とくに，新たな動きである「GIGA（Global and Innovation
Gateway for All）スクール構想」に至る背景とその内容について述べた．
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Abstract: In this paper, the author described the history of research and demonstration projects on the use
of information and communication technology (ICT) in primary and secondary education in Japan, especially
at the elementary and junior high school level. The recent trends of national system and budgeting related
to educational use of ICT in Japan were also examined. Particularly, the background and content of the new
movement, the “GIGA (Global and Innovation Gateway for All) School Project,” were described.
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1. はじめに

本稿では，我が国における初等中等教育，特に小学校中

学校段階のこれまでの ICT活用の実践研究や実証事業をふ

まえて，最近の関連する国の制度化や予算化がどのように

展開してきたのかを整理し，課題を探ることを目的とした．

2019年末に本稿を執筆していたが，その過程で国の方針

が大きく動くことが公表され，新たな方針と裏付けとなる

予算案が明確になった．本稿の入稿以降にも変動が予測さ

れるが，1970年代から始まった初等中等教育における情報

化を振り返ったとき，この 1年ほどの大きな動きは過去に

はなかった．そこで，この新たな動きの具体的な内容とど
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のような背景で生じたもので，どのような意義や課題があ

るのかなどを整理することとしたい．

新たな動きは「GIGA（Global and Innovation Gateway

for All）スクール構想」と呼ばれるものである．

新たな動きの特徴をよりよく理解できるように，2章で

は，1970年代から 2010年代前半までの初等中等教育にお

ける教育の情報化の展開を振り返る．3 章では GIGA ス

クール構想直前の約 5年間の情報化の動きを少し詳細に述

べ，4章では GIGAスクール構想を生み出すことに寄与し

たと考えられる動きを整理し，5章で GIGAスクール構想

の内容を紹介する．6章は GIGAスクール構想の特徴と意

義について述べる．

2. 初等中等教育の情報化の歴史

現在の学校教育の情報化の動きは，新たに始まったもの

か．それとも，類似の動きやここにつながる動きは過去に

c© 2020 Information Processing Society of Japan 1



情報処理学会論文誌 教育とコンピュータ Vol.6 No.2 1–15 (June 2020)

もあったのだろうか．それを振り返ることは，これからの

情報化を成功させるための参考になるに違いない．

日本教育工学会発行の教育工学選書 II 9 (2018)の 1章

では「我が国における ICT活用の系譜」と題して，初等中

等教育における情報化の約 50年の歴史を 10年ごとに整理

している [1]．本章では，そこで述べられている内容を要約

しつつ，今日の話題と関連するものがあれば取り上げてみ

たい．

2.1 実践研究と関連組織誕生の 1970年代

1970 年に日本政府と OECD 共催の「教育におけるコ

ンピュータ利用に関する国際セミナー」が開催され，ま

た，文部省科学研究費特定研究「科学教育」により，CMI

（Computer Managed Instruction），CAI（Computer As-

sisted Instruction）の教育現場での実践研究が開始された．

日本科学教育学会，日本教育工学振興会，日本教育工学協

会，国立大学教育工学センター協議会，CAI学会など，今

日の教育の情報化を推進している団体やその前身となる組

織がこの時期に発足した．

1970年代は，初等中等学校における CAIと CMIの実践

研究が開始された時期であり，基礎的・基本的な内容を確

実に身につけさせるという学習指導要領が目指していた教

育目的と合致していた．日本の小中学校において研究レベ

ルの ICT活用が始まった時代といえる．

2.2 国の方針が明示され機器の導入が開始された 1980

年代

1985年の「情報化社会に対応する初等中等教育の在り方

に関する調査研究協力者会議」は，コンピュータ等を利用

した学習指導，コンピュータ等に関する教育，指導計画作

成等及び学校経営援助のための利用の 3形態を示し，情報

化の文部省としての最初の基礎を築いた．

臨時教育審議会の 1985年からの 4回の答申により，情

報化の進展と学校教育の在り方，学校教育におけるコン

ピュータ利用等の基本的考え方が示され，「情報活用能力」

の用語が定義され，「インテリジェントスクール」構想が提

案されるなど，情報化に関する国としての方針が示された．

我が国の小中高等学校等へのコンピュータの本格導入

は，1985年度の学校教育設備整備費等補助金（教育方法

開発特別設備）交付からである．1985 から 87 年度に 20

億，88年度に 29億，89年度に 34億円が，コンピュータ，

ワープロ，ビデオディスク，映像機器などに助成され，コ

ンピュータ教室が作られた．

この年代の実践研究では，CMIシステムによる診断に

基づき児童に最適な「個別学習プリント」が自動生成され

て渡された点，CAI は単なるドリルでなく，児童と先生

の直接の触れ合いや児童同士の相互作用が重視された点，

理科の教材が構成主義に基づいて作成され，知識を理解・

定着させるというより児童の思考を促すように工夫された

点，学習記録データが教員にフィードバックされ授業の改

善と学習の改善に役立てられた点などに特徴がある．すで

に，今日注目されている個別最適化やデータ活用の基礎と

なる，先進的な実践研究が行われていた．

また，LOGOを活用して多角形の外角の大きさと角数と

の関係を児童が発見したことが報告されるなど，今日の正

多角形のプログラミング教育へ示唆を与える問題解決型の

実践も行われていた．

1980年代は，国の補助金により ICT環境が整備され始

め，情報活用能力の用語が示され，学習指導要領で数学，

理科，技術・家庭科にコンピュータの活用が明示され，初

等中等教育での ICT活用が本格的にスタートした時代で

ある．今日の ICT活用へ示唆を与える優れた実践も行わ

れていたことは注目に値する．

しかし，市販された CAI教材の質の問題のほか，日本の

教員にとって，慣れた一斉授業方式を抜け出して ICTを活

用した個別指導を効果的に行うことは困難であり，一般に

は普及しなかった．優れた実践研究の例があっても，その

理念や方法が普及することの難しさが示されたともいえる．

2.3 インターネットの教育利用が開始された 1990年代

1996年の中央教育審議会の「21世紀を展望した我が国

の教育の在り方について」の第一次答申は，「初等中等教育

段階での情報通信ネットワークの活用を本格的に進めるべ

きである」とし，1997年の文部省の調査研究協力者会議に

より，情報活用能力が，情報活用の実践力，情報の科学的

な理解，情報社会に参画する態度として明確化された．

1998 年に告示された学習指導要領では，「児童がコン

ピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段に慣れ親

しみ，適切に活用する学習活動を充実するとともに，視聴

覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図るこ

と」が明示された．

また，教育用コンピュータの整備費の性格がこの年代に

大きく変わった．1994年からの 6カ年計画から，それまで

の補助金ではなく地方交付税措置によるものとなった．本

件の背景については，5章で述べる GIGAスクール構想と

財政面で関係が深いので，本セクションの末尾に【補足】

として記しておくことにする．

CEC（コンピュータ教育開発センター）により，インター

ネットの教育利用を促進する 100校プロジェクト（ネット

ワーク利用環境提供事業）が 1994年に開始され，新 100

校，Eスクエア・プロジェクトへと展開した．このプロジェ

クトにより，学習成果の発信，情報の収集や意見交換，他

校との共同観察，海外の学校との国際交流など，インター

ネットの教育利用が開始された．

テレビ会議システムを利用しての遠隔教育もこの年代に

スタートした．100校プロジェクト参加校は，CU-SeeMe
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を利用して郷土に関するテレビ会議学習を行い，それが

きっかけで自分の地域をより知りたいという活動が活発に

なった．こねっと・プラン（1,000校プロジェクト）では，

ISDNによるテレビ会議システム（Phoenix）を用いた交流

学習が全国の参加校の間で実施された．

また，校内ネットワークとサーバを利用したグループ

ウェアシステムが開発され，それを活用した実践では，学

級や学年の壁を越えた意見交換による理科の問題解決活動

が可能であることが示された．

問題解決の過程を支援するソフトは，コンテントフリー

ソフトとかプロダクティビティツールとも呼ばれ，データ

の整理，分析，発表などの道具として利用された．

この年代の特徴は，CD-ROMやWebページの特性が活

かされ，ハイパーテキスト構造を有し，写真やビデオなど

の関連情報が表示されるマルチメディア教材にあった．植

物検索，天体や図形のシミュレーション教材，Webペー

ジのリンク集なども見られ，デジタル化により，文字，映

像，音声などの異なる形態の情報の一体的な取扱いが可能

となったマルチメディアの活用と，マルチメディアの利用

可能なインターネットの教育利用が推進された．

2000年を目前に，1999年には内閣総理大臣直轄の省庁

連携タスクフォース「バーチャル・エージェンシー」が組

織され，「すべての小中高等学校等からインターネットに

アクセスでき，すべての学級のあらゆる授業において教員

及び生徒がコンピュータを活用できる環境の整備」を目指

し，プロジェクタで動画コンテンツなどを提示することに

より，「分かる授業」，「楽しい授業」を実現するという次な

る目標が示された．

教育の情報化に向かって，国，文部省，通産省，郵政省，

自治省などが動き始めた年代といえる．

【補足：補助金から地方交付税措置へ】

1985年の学校教育設備整備費等補助金（教育方法開発特

別設備）から続いていた制度が，1994年からの 6カ年計画

から，それまでの補助金ではなく地方交付税措置によるも

のとなった．その理由は次のようなものであった．

(1) 自治体にとっての補助金制度の利点

1©国からの補助金がつけば，自治体負担分の予算もつきや
すい．

2©「補助金がついたから導入する」，「つかなかったから導
入は待ってくれ」など，学校に対しても，議会に対して

も説明がしやすい．

(2) 補助金であることから生じていた問題

1© 1/3補助率であったが，申請校が多く，自治体としての

実質は，1/5から 1/6の補助率と同等になった．

2©コンピュータを補助金で買いとると「補助金等に係る予
算の執行の適正化に関する法律施行令」の処分制限期間

により長期間（当時は 6年，現在は 4年）は使用しなけ

ればならない義務から，技術の進化の激しかった当時の

機器の陳腐化が問題であった．

3©補助金を申請した特定の自治体のみが整備され，情報化
の不均衡化が生じていた．

4©保守費を含むことができず，放置されるか，販売業者に
無料の保守を強いるケースが見られた．

5©「ついた予算内でなんとかしてくれ」といった，ソフトの
無償提供やダンピングが強いられるケースが見られた．

(3) レンタル制度の導入と ECSの設立

このような弊害を解決する目的から，補助金制度を廃止

して，文部省，通産省，自治省が連携して，教育用情報機

器のレンタル制度が作られることになった．次の点が利点

とされた．

1©一定期間経過後いつでも解約が可能なので最新機種への
入替がタイムリーにできる．

2©買取の場合と比べ，導入時の資金負担が少ない．
3©別途保守契約を締結する必要がない．
このレンタル制度を具現化するために，文部省，通産省，

自治省が共管する公益法人を設立しようとしたが，日米貿

易摩擦の解消の一環で断念し，日本教育情報機器株式会社

（ECS）を設立した．そのため，新たな制度を作りつつも，

それについて政府から各自治体へ通達による行政指導がで

きないという矛盾が生じた．

(4) レンタル制度での導入手順

1©教育委員会は，導入機種を選定する．
2©レンタル導入を意思決定する．
3©入札により，販売業者を決定する．
4©落札販売業者から買い取り依頼を ECSにする．

5©ECSは政府からの借入金により，機器を買い取る．

6©メーカとともに ECSは自治体とレンタル契約する．

このように ECSは競争には参加せず，中立公正な立場

で利益を求めない，いわばレンタル料の徴収機関としての

役割を果たすことになった．

(5) 地方交付税措置

レンタル制度を裏付ける財源確保のために，1994年から

の 6年計画の教育用コンピュータ整備計画（小学校 22台，

中・高等学校 42台，特殊学校 8台等）として地方交付税措

置が取られ，標準的な行政水準を保つために必要な経費と

して，初めて年 1台あたり 153,000円であることが明記さ

れた．このように，どこの自治体も整備できるように財源

を保障した．

しかし，補助金と異なり地方交付税の場合には，積算根

拠と異なる使途に支出できるため，教育委員会が，情報機

器の導入の年次計画を立て，財政計画をたてて，予算を要

求しない限り，この財源を学校の情報機器の導入に充てる

ことは不可能であるという新たな問題が生じた．

レンタル制度と地方交付税措置により地域格差を生じさ

せないという目的は，2019年末現在，残念ながら達成でき

ていない．5章で述べる GIGAスクール構想には，この問
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題を解決できる仕組みが考慮されているのであろうか．

2.4 普通教室での ICT活用の 2000年代

文部科学省の初等中等教育における ITの活用の推進に

関する検討会議報告書「ITで築く確かな学力」により，確

かな学力のために ITがいかなる教育効果を発揮しうるか

が示され，新「情報教育に関する手引」により情報活用能

力の育成という視点が強調された．その他，文部科学省関

係の検討会などからは，情報活用能力の育成のための学習

活動，学力向上と ICT活用との関係，教員の ICT活用指

導力チェックリスト，ICT支援員の必要性を示した学校の

ICT化のサポート体制の在り方など，情報化を推進するた

めの様々な報告がなされた．

2008年には新たな学習指導要領が告示され，文字入力な

どの基本的操作や情報モラルが総則に初めて明記され，内

容の取扱いにも ICT活用が明記された．

小中高等学校ともにコンピュータ室には 1人 1台のコン

ピュータを整備し，普通教室からもインターネットを利用

できるようにすること，さらに e-Japan重点計画-2002によ

り 2005年度を目標におおむねすべての教員がコンピュー

タを使って指導できるようにすることなどが目標とされた．

2009年には，「スクール・ニューディール構想」により，

「21世紀の学校」にふさわしい教育環境の抜本的充実を図

ることとし，耐震化，太陽光発電，ICT環境の整備などを

一体的に推進するために補正予算による 4,900億円の補助

金（1/2補助）が用意された．しかし，後に述べるように

必ずしも整備と活用が進んだとはいえない状況であった．

この年代には，普通教室にプロジェクタや大型モニタな

どの大型提示装置や電子黒板が整備され始め，コンピュー

タ室以外での ICTの活用が開始された．

大型提示装置は，教科書にそった内容の「デジタル掛

図」・「デジタル教科書（指導者用デジタル教科書）」や官公

庁や企業などが提供する教育用Webサイト上のデジタル

教材を提示するために活用されたり，書画カメラと接続し

て児童生徒の問題解決過程の発表の道具として活用された

りした．

また，生徒が各自の PDAに書き込んだ回答をプロジェ

クタによりホワイトボードに投影して，人数分の回答を一

覧表示できる共有電子黒板など，今日では一般的になった

タブレット PCと電子黒板を連携した協働学習支援ツール

の原型が開発された．

評価に関しては，次に述べるデジタルポートフォリオと

校務支援システムの活用に特徴がある．

国語科の朗読，マット運動，英語のスピーチなどで，児

童生徒の活動をビデオ撮影し，学習過程を蓄積して，それ

を根拠に自己評価と相互評価を行って，児童生徒の学力の

向上を図るデジタルポートフォリオとしての活用が見られ

た．また，校務支援システムが導入され，児童生徒の日々

の学習成果の蓄積により，学期末の成績処理が容易になり，

情報が教員に共有され，児童生徒理解が深まった．

この年代は，インターネットに接続可能なコンピュータ

や書画カメラの提示装置としてのプロジェクタや電子黒板

が普通教室に整備されたことが特徴である．普通教室での

ICT活用が広がるように，教員の ICT活用指導力の明確

化，ICT支援員などのサポート体制構築など，教育の情報

化の条件整備が一層進められた年代といえよう．

2.5 1人 1台のタブレット端末活用の 2010年代前半

2010年代については，その前半を本セクションで述べ，

後半は GIGAスクール構想直前の 3章で述べる．

学校教育の情報化に関する懇談会の「教育の情報化ビ

ジョン」(2011)により，デジタル教科書・教材，情報端末，

ネットワーク環境などを整備し，一斉指導による学び（一

斉学習）に加え，子どもたち 1人 1人の能力や特性に応じ

た学び（個別学習），子どもたち同士が教え合い学び合う協

働的な学び（協働学習）を推進することが重要と示された．

総務省が 2010年から開始したフューチャースクール推

進事業，それと連携した 2011年からの文部科学省の学び

のイノベーション事業によって教育の情報化ビジョンが具

現化された．実証に基づき ICT活用の学習場面が，個別学

習は，個に応じる学習，調査活動，思考を深める学習，表

現・制作，家庭学習に，協働学習は，発表や話合い，協働

での意見整理，協働制作，学校を越えた学習に整理された．

学習者用デジタル教科書（制度上は副教材にあたる）が

試作され，教科書ページと関連付けられた音声，ビデオ，

アニメーション，シミュレーションなどの豊富なコンテン

ツを用いた授業が展開された．

また，無線 LANによって 1人 1人の児童生徒用タブレッ

ト端末と教師用端末を接続し，さらに教師用画面を電子黒

板に提示することにより，児童生徒がタブレット端末上で

表現した考え方や回答をクラスで共有するといった学習が

多く見られた．電子黒板上で全員の児童生徒がいわば発言

することになり，多様な考え方に触れられ，それらを整理

するなどして，新たな考えを創り出すという展開が行われ

るようになった．

2014年より総務省の先導的教育システム実証事業，文部

科学省の先導的な教育体制構築事業が連携して実施され，

クラウドとタブレット PCを活用した新たな学びが試行さ

れた．

2014年には，CECと JAPETが合併して，日本教育情

報化振興会（JAPET&CEC）が誕生し，2015年には，みら

いのまなび共創会議（ICT CONNECT21），2016年には，

全国 ICT首長協議会が設立されるなど，教育の情報化を支

援する関係団体に新たな展開が見られた．

この 2010年代前半の ICT活用の特徴は，児童生徒が 1

人に 1台のタブレット端末とクラウドを用い，デジタル教
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科書・教材や表現・協働学習ツールを活用して，個別学習

や協働学習が実践されたことである．

3. GIGAスクール構想直前の情報化の動き

2016年から 2019年には，新学習指導要領が完全実施さ

れる 2020年を目前とした重要な動きが見られた．ICT環

境整備方針，デジタル教科書，柴山・学びの革新プラン，

遠隔教育，情報化に対応した教育職員免許法改正，新時代

の学びを支える先端技術活用推進方策などの策定である．

(1) 新学習指導要領

2020年から完全実施される小学校学習指導要領で，ICT

環境を整備することが次のとおり総則に明記された [2]．

「情報活用能力の育成を図るため，各学校において，コン

ピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用す

るために必要な環境を整え，これらを適切に活用した学習

活動の充実を図ること．」

情報活用能力について次のような記述も見られる．

「各学校においては，児童の発達の段階を考慮し，言語能

力，情報活用能力（情報モラルを含む．），問題発見・解決

能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくこと

ができるよう，各教科等の特質を生かし，教科等横断的な

視点から教育課程の編成を図るものとする．」

従来から言語能力は重視されてきたが，並んで情報活用

能力が学習の基盤となる資質・能力として位置付けられた．

また，次のとおり，小学校において，文字入力などの基

本的な操作の習得に加え，プログラミングを体験しながら

の学習活動を計画的に実施することが求められた．

「ア 児童がコンピュータで文字を入力するなどの学習

の基盤として必要となる情報手段の基本的な操作を習得す

るための学習活動」

「イ 児童がプログラミングを体験しながら，コンピュー

タに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を

身に付けるための学習活動」

このように，新たな学習指導要領は，これまでのものと

は比較にならないほど，新次元の情報化を求めた．

(2) ICT環境整備方針

文部科学省では，最低限必要とされ，かつ優先的に整備

すべき ICT環境整備について，「2018年度以降の学校にお

ける ICT環境の整備方針」を取りまとめ，2017年 12月に

すべての教育委員会に通知した．

この整備方針をふまえ，教育の ICT化に向けた環境整備

5か年計画（2018～2022年度）が策定され，このために必

要な経費として，単年度 1,805億円の地方財政措置が講じ

られた．また，2018年 6月に閣議決定された第 3期教育振

興基本計画の目標 (17)には，ICT利活用のための基盤の

整備が明記され，測定指標として次の項目などがあげられ

た [3]．

• 学習者用コンピュータを 3 クラスに 1 クラス分程度

整備

• 大型提示装置・実物投影機の 100%整備

• 普通教室における無線 LANの 100%整備

• 超高速インターネットの 100%整備など

このように，国は ICT環境整備方針を示し，必要な地方

財政措置を講じた．

一方，文部科学省によれば，2019年 3月時点での整備状

況の概要は次のとおりである [4]．

教育用コンピュータ 1台当たりの児童生徒数は 5.4人，

1人 1台を目標とした場合の整備率は 18.6%で，前年度か

らわずか 0.9ポイント増加したにすぎない．最低の愛知県

の 7.5人/台に対し，最高の佐賀県は 1.9人/台で，都道府

県間の格差が大きく，同様に市町村間の格差も大きい．普

通教室の大型提示装置の整備率は 52.2%，普通教室の無線

LAN整備率は 41.0%であり，普通教室で児童生徒が情報

端末を活用することができる環境は半分に至っていない．

(3) デジタル教科書

「デジタル教科書」の位置付けに関する検討会議は，2016

年 12月に「最終まとめ」を公表した [5]．これにより，学習

者用のデジタル教科書は次のように位置付けられた．「紙

の教科書を主たる教材として使用することを基本としつ

つ，学びの充実が期待される教科の一部について，教科書

に代えて使用することで，教科書使用義務の履行を認める

特別の教材としてデジタル教科書を位置付ける．」

具体的には，次の事項が示された．

• 教科書発行者が制作したもので，原則，教科書の内容
を全て掲載すること．

• 教科書以外の内容（動画・音声，参考資料等）につい
ては補助教材とすること．

• 個別に検定を経ることは要しないこと．
また，教科書無償制度との関係については，次のように

整理された．

• 紙の教科書のみを使用する児童生徒との公平性の観点
や，紙の教科書を基本とする使用形態等から，紙の教

科書とデジタル教科書の双方を無償措置の対象とする

ことは直ちには困難．

• 障害のある児童生徒に一層積極的な使用を認め，紙の
教科書を使用しない場合には，法令上の措置も含めて

検討することが必要．

• 中長期的には，普及・定着の状況も勘案しながら，選
択制を含めた制度面の検討と併せて，紙の教科書とデ

ジタル教科書のいずれか一方又はその双方を，無償措

置の対象とすることを検討することが望ましい．

この「最終まとめ」の方向にそって，2018年 5月 25日，

第 196回通常国会の参議院本会議で，学校教育法の一部を

改正する法律が可決，成立した．これにより，2019年 4月

1日より，検定済教科書の内容を電磁的に記録した「デジ

タル教科書」がある場合には，教育課程の一部において，
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教科書の使用義務にかかわらず，通常の紙の教科書に代え

て「デジタル教科書」を使用できることになった [6]．

文部科学省では，学習者用デジタル教科書の円滑な導入

に向け，その効果的な活用の在り方等に関するガイドライ

ンを 2018年に策定・公表し，2019年には実践事例集を策

定・公表した．

デジタル教科書は，検定済教科書の内容を電磁的に記録

したものであり，紙の教科書と同一の内容に限定されるた

め，教科書検定を得ていない動画や音声などのリッチコン

テンツはデジタル教科書の範囲外の副教材の位置付けと

なる．

そのため次のような指摘がある．「デジタル教科書が教

育上効果を発揮するためには，拡大・ハイライト機能など

の閲覧機能に加え，動画，参考資料，音声読み上げ等の副

教材をデジタル教科書と一体的に活用できる付加機能が求

められる．さらには，表現ツール，思考ツール，協働学習

ツールと連携する学習環境を構築することができれば，主

体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善に，より資

することができるであろう」[7]．

現在は，2020年 4月から使われる新たな教科書に対応す

るデジタル教科書の準備が進行している．

(4) 柴山・学びの革新プラン

進展する技術を学校教育にも積極的に取り入れることに

より教育の質を一層高めていくため，「新時代の学びを支

える先端技術のフル活用に向けて～柴山・学びの革新プラ

ン～」が 2018年 11月に公表された [8]．

そこでは，「Society5.0の時代こそ，学校は，単に知識を

伝達する場ではなく，人と人との関わり合いの中で，人間

としての強みを伸ばしながら，人生や社会を見据えて学び

合う場となることが求められている」とし，次の 3点を政

策の柱とすることが示された．

1©遠隔教育の推進による先進的な教育の実現
2©先端技術の導入による教師の授業支援
3©先端技術の活用のための環境整備
質の高い教育の実現のために，先端技術を積極的に取り

入れるとした点が特徴であり，このプランにそって検討が

重ねられ，(7)で述べる新時代の学びを支える先端技術活

用推進方策（最終まとめ）へと展開した．

(5) 遠隔教育

柴山・学びの革新プランでは，最初に遠隔教育が取り上

げられている．そこで，ここでは遠隔教育の動向について

述べることにする．

1©高等学校における遠隔教育
学校教育法施行規則の改正により 2015年より，対面の

授業と同等の教育効果を有する場合に限り，遠隔システム

を用いた同時双方向の授業が可能となった [9]．36単位以

下，同時受講生徒数は 40人以下，配信側の教員は受信側

の高等学校の教員の身分を持ち教科等に応じた免許状を有

すること，受信側の教室に教員（その教科の免許証を有し

なくてもよい）を配置すること，教科等の特質に応じた時

間数の対面授業を実施することなどが条件とされた．この

制度改革により，全国の高等学校で遠隔教育が拡大してき

ている．

2©遠隔教育の推進に向けたタスクフォース
2017年 6月に閣議決定された「規制改革実施計画」およ

び「経済・財政再生計画改革工程表 2017改訂版」の趣旨を

受け，文部科学省は副大臣，関係局長・課長から構成され

るタスクフォースを設置し，実証研究等の成果や課題も踏

まえ，遠隔システムを活用した教育の推進に向けた具体的

方策について検討を行った．

その成果を 2018年 9月に「遠隔教育の推進に向けた施

策方針」として公表した [10]．

基本的な考え方として，「小規模校等の教育活動の充実，

外部人材の活用による学習活動の拡大，不登校児童生徒や

病気療養児など通学が困難な児童生徒にとって学習機会の

確保を図る観点から，遠隔教育は重要である」とされた．

遠隔授業は，「複数の教室での授業をつなぎ，多様な意見

や考えに触れたり，協働して学習に取り組んだりする合同

授業型，専門家等が遠隔の場所から協働して学習活動の質

を高めるとともに，教員の資質向上を図る教師支援型，当

該教科の免許状を有する教師が遠隔から授業を行い，多様

な科目選択を可能とし，学習機会の充実を図ることができ

る教科・科目充実型（高等学校段階）」に整理された．

3©実証事業により蓄積された遠隔授業のノウハウ
文部科学省は，小中学校を対象とした「人口減少社会に

おける ICTの活用による教育の質の維持向上に係る実証事

業」(2015～2017)，「遠隔教育システム導入実証研究事業」

(2018～)，高等学校を対象とした「多様な学習を支援する

高等学校の推進事業」(2015～2017)，「高等学校における次

世代の学習ニーズを踏まえた指導の充実事業」(2018～)を

展開した．2019年からは，SINETを活用した遠隔教育も

取り組まれている．

実証事業を通して蓄積されたノウハウは，「遠隔学習導

入ガイドブック」[11]，「遠隔教育システム活用ガイドブッ

ク」[12]として公表された．

ガイドブックでは，目的，接続先の観点から遠隔教育は

次の 3分類 10パターンに分類され，多様な遠隔教育のあ

り方が示された．

A）多様な人々とのつながりを実現する遠隔教育

A1 遠隔交流学習

A2 遠隔合同授業

B）教科等の学びを深める遠隔教育

B1 ALTとつないだ遠隔学習

B2 専門家とつないだ遠隔学習

B3 免許外教科担任を支援する遠隔授業

B4 教科・科目を充実するための遠隔授業
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C）個々の児童生徒の状況に応じた遠隔教育

C1 日本語指導が必要な児童生徒を支援する遠隔教育

C2 児童生徒の個々の理解状況に応じて支援する遠隔

教育

C3 不登校の児童生徒を支援する遠隔教育

C4 病弱の児童生徒を支援する遠隔教育

また，接続形態が次の 4つの型に整理され，新たに遠隔

教育を実施しようとする関係者へヒントを与えている．

a 教室—教室接続型

b 講師—教室接続型

c 講師—学習者接続型

d 学習者—学習者接続型

(6) 情報化にも対応した教育職員免許法の改正

教育職員免許法の改正（2016年 11月）及び同法施行規

則の改正（2017年 11月）により，教職課程で履修すべき

事項が約 20年ぶりに全面的に見直され，2019年 4月 1日

から施行された [13]．

これにより，小学校の外国語（英語）教育とならんで，

ICT を用いた指導法，アクティブ・ラーニングの視点に

立った授業改善などが教職課程に新たに加えられることに

なった．情報化への対応としては，教育の方法及び技術（情

報機器及び教材の活用を含む）に加え，新たに各教科の指

導法で情報機器及び教材の活用を扱うことが明記された．

改正の趣旨にそって教員の資質能力の向上が図られる

よう，各大学の教員養成系のカリキュラムで参考にすべ

き，教職課程コアカリキュラムが 2017年 11月に定められ

た [14]．

コアカリキュラムでは次のように示された．

1©各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む．）
【当該教科の指導方法と授業設計】

到達目標：2）当該教科の特性に応じた情報機器及び教材

の効果的な活用法を理解し，授業に活用するこ

とができるようになる．

2©教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む．）
【情報機器及び教材の活用】

一般目標：情報機器を活用した効果的な授業や情報活用能

力の育成を視野に入れた適切な教材の作成・活

用に関する基礎的な能力を身に付ける．

到達目標：1）子供たちの興味・関心を高めたり課題を明

確につかませたり学習内容を的確にまとめさせ

たりするために，情報機器を活用して効果的に

教材等を作成・提示することができる．

2）子供たちの情報活用能力（情報モラルを含

む）を育成するための指導法を理解している．

(7) 新時代の学びを支える先端技術活用推進方策「最終ま

とめ」

柴山・学びの革新プランをふまえ，文部科学省内に「学

びの先端技術活用推進室」が新設され，検討された結果が，

2019年 6月に「新時代の学びを支える先端技術活用推進方

策「最終まとめ」」として公表された [15]．

そのポイントは，「ICTを基盤とした先端技術と教育ビッ

グデータを効果的に活用していくための様々な取組を両輪

として，新時代の学校，子供の学びを実現するための取組

を加速すること」である．

新時代に求められる教育として，

• 膨大な情報から何が重要かを主体的に判断し，自ら問
いを立ててその解決を目指し，他者と協働しながら新

たな価値を創造できる資質・能力の育成

• これからの時代を生きていく上で基盤となる言語能力
や情報活用能力，AI活用の前提となる数学的思考力を

はじめとした資質・能力の育成につながる教育

が必要不可欠であるとされた．

また，多様な子供の 1人 1人の個性や置かれている状況

に最適な学びを可能にしていくこと，つまり，「公正に個別

最適化された学び～誰一人取り残すことなく子供の力を最

大限引き出す学び～」を進めていくことが重要とされた．

ICT環境を基盤とした先端技術・教育ビッグデータを活

用することの意義として，次のことをあげている．

• 学びにおける時間・距離などの制約を取り払う
• 個別に最適で効果的な学びや支援が可能
• 可視化が難しかった学びの知見の共有やこれまでに
ない知見の生成（教師の経験知と科学的視点のベスト

ミックス（EBPMの促進））

• 校務の効率化（学校における事務を迅速かつ便利，効
率的に）

これらをふまえた未来のイメージ・スナップショットが，

教師，子供，保護者，教育委員会，国の研究機関のそれぞ

れの視点から描かれた．

しかし，現状からすると課題が多いとされ，克服するた

めの方策として，「遠隔教育をはじめ ICTを基盤とした先

端技術の効果的な活用の在り方と教育ビッグデータの効果

的な活用の在り方」と，「基盤となる ICT環境の整備」の

2点があげられた．次にそれぞれのポイントを述べる．

1©学校現場における先端技術・教育ビッグデータの効果的
な活用

• 先端技術の例として，遠隔・オンライン教育，デジタ
ル教科書・教材，協働学習支援ツール，AR・VR，AI

を活用したドリル，センシング，統合型校務支援シス

テムなどのツールが挙げられる．

• 教育ビッグデータを効果的に活用していくためには，
収集するデータの種類や単位がサービス提供者や使用

者ごとに異なるのではなく，相互に交換，蓄積，分析

が可能となるように，収集するデータの意味を揃える

ことが必要不可欠な条件となることから，学習指導要

領のコード化など，教育データの標準化が必要である．

• 教育ビッグデータ収集・活用に当たっての留意点とし
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て，個人情報保護法制との関係とデータ解釈の際のバ

イアス問題が挙げられる．

2©基盤となる ICT環境の整備

• 先端技術や教育データの活用には，大前提として ICT

の基盤が整っている必要がある．

• もはや学校の ICT環境は，その導入が学習に効果的で

あるかどうかを議論する段階ではなく，鉛筆やノート

等の文房具と同様に教育現場において不可欠なものと

なっていることを強く認識する必要がある．

• これまで高等教育機関や研究機関の利用に限られてい
た SINETを全国の初等中等教育機関でも活用できる

ようにし，SINETと接続されている高等教育機関や研

究機関と初等中等教育機関との連携を飛躍的に強める．

•「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用
に係る基本方針」においても「クラウド・バイ・デフォ

ルト」が決定されており，学校現場においても，学校

ごとのサーバ管理が不要となり，クラウドコンピュー

ティングによる大幅なコスト削減のみならず，セキュ

リティ・プライバシーのより高度な信頼性，災害対策，

遠隔でのデータアクセスなど様々な可能性があるクラ

ウド・バイ・デフォルトを進めることが必要である．

• 大型提示装置や学習者用コンピュータ関連をより安価
に広く展開するため，分かりやすく具体的なモデルを

例示した．

• 首長部局・教育委員会・学校・教師等が学校現場の ICT

環境整備の現状・課題，その必要性を共有するととも

に，ICTを効果的に活用するための知識・知見を高め

ていくことが必要である．

本報告書の最後には，学校関係者，教育委員会を含めた

地方自治体関係者，高等教育・研究機関関係者，民間企業

関係者それぞれへの期待が明記された．

(8) PISA2018の結果の公表

義務教育修了段階の 15歳児（高校 1年）を対象に，2018

年の 6月から 8月に実施された OECDの生徒の学習到達

度調査（PISA）の結果が 2019年 12月 3日に公表された．

文部科学大臣のコメントの概要は次のとおりである [16]．

「読解力については，前回 2015年調査よりも平均得点及

び順位が低下している．低得点層が増加しており，判断の

根拠や理由を明確にしながら自分の考えを述べることなど

課題が見られること，学習活動におけるデジタル機器の利

用が他の OECD加盟国と比較して低調である」．

「言語能力，情報活用能力育成のための指導の充実，学校

における一人一台のコンピュータの実現等の ICT環境の

整備と効果的な活用，等の取組を推進する」．

4. 各界から指摘される情報化の推進

3章では主に初等中等教育の情報化について文部科学省

の動きを中心に見てきた．ここでは，政府や国の関係機関

などが初等中等教育の情報化にどのような提言などを行っ

ているのかについて述べる．2020年度へ向けての基本方

針が確定する 2019年 6月に関係機関・会議などの提言が

相次いで決定，公表された．また，予算案が確定する 2019

年の秋から年末に大臣などの注目すべき発言が見られた．

(1) AI戦略 2019 [17]：統合イノベーション戦略推進会

議（2019年 6月 11日）

様々な社会課題と理科・数学の関係を早い段階からしっ

かりと理解し，理科・数学の力で解決する思考の経験が肝

要である．その実現のためにも，児童生徒一人一人のため

の情報教育環境と教育を支援する校務支援システムを含

む，学校の ICTインフラの早急な整備が求められる．

(2) 成長戦略フォローアップ [18]：閣議決定（2019年 6

月 21日）

全ての児童生徒に対して，最新技術を活用した世界最

先端の質の高い教育を実現するため，5年以内のできるだ

け早期に，全ての小学校・中学校・高等学校でデジタル技

術が活用され，その効果が最大限発現されるよう包括的

な措置を講ずる．小学校，中学校，高等学校等における

必要な ICT環境について，最終的に，児童生徒一人一人が

それぞれ端末を持ち，十分に活用できる環境を実現する

ため，目標の設定とロードマップ策定を 2019年度中に行

う．あわせて，BYOD（Bring Your Own Device）等の活

用について検討を行い，具体的な活用方法等を示す．また，

ICT環境について，速やかにかつできる限り費用を低減し

て調達できるようにするため，ICT機器等の標準仕様書例

を 2019年夏までに示すとともに，クラウド利活用等に向

け，「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライ

ン」の見直しを 2019年夏までに行う．

(3) 経済財政運営と改革の基本方針 2019 [19]：閣議決定

（2019年 6月 21日）

初等中等教育においては，児童生徒に個別最適化された

教育を効果的・効率的に実現するため，希望する全ての小・

中・高等学校等で遠隔教育を活用できるよう，SINETの活

用モデルの提示をはじめとした教育の情報化を推進する．

学校 ICT環境の整備状況に地方自治体間でばらつきが見

られる中，国としてもその是正に努めつつ，個人情報の取

扱いに適切に配慮した上で，教育データのデジタル化・標

準化を進める．

(4) 統合イノベーション戦略 2019 [20]：閣議決定（2019

年 6月 21日）

全ての人が基礎学力を確実に身につけることは重要であ

り，そのためには，限られた授業時間を効果的に活用する

ことが必要である．このため，ICTや EdTechを学習に最

大限に活用できるよう，「パソコン 1人 1台環境」や SINET

等による「全学校での高速ネットワーク環境」を実現する

ための年限を含む計画を早急に策定し，着実に実行する．
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(5) 規制改革実施計画 [21]：閣議決定（2019年6月21日）

パソコンなどのデジタル機器（通信環境を含む）は，こ

れからの学校教育において，机や椅子と同等に児童生徒一

人一人に用意されるべきものであることを学校教育の現場

に十分浸透させるとともに，「パソコン（タブレット等を含

む）1人 1台」（BYODを含む）をはじめ，あるべき教育基

盤をできる限り早期に実現するため，—（中略）—工程表に

位置付け，必要な措置を講ずる．最新技術を活用した教育

基盤について市町村による大きな格差がなくなるよう，市

町村ごとの整備状況や活用状況等を調査し，公表する（令

和元年度）とともに，全国どこの地域の児童生徒にも必要

な教育環境を提供する観点から，全ての自治体に ICT環境

整備に係る計画策定・実施を促し，教育現場における ICT

の活用を推進する．

(6) 「未来の教室」ビジョン（第 2次提言）[22]：経済産業

省「未来の教室」と EdTech研究会（2019年 6月 25日）

経済産業省では，2018年 1月から教育改革に関する有識

者会議として「未来の教室」と EdTech研究会を立ち上げ，

AIや動画，オンライン会話等のデジタル技術を活用した

教育技法である EdTechを活用し，人の創造性や課題解決

力を育み，個別最適化された新しい教育をいかに作り上げ

るかについて，議論を重ねた．

2018年 6月の第 1次提言，23の実証事業の成果を踏ま

え，初等中等教育分野に焦点を絞って今後の政策課題を整

理し，「未来の教室」ビジョン（第 2次提言）として 2019

年 6月に公表した．

「未来の教室」に向けた改革の柱として「学びの STEAM

化」，「学びの自立化，個別最適化」，「新しい環境づくり」

の 3つに整理し，その実現に向けて乗り越えるべき 9つの

課題とそれに対応するアクションについて，次のように提

言されている．

【学びの STEAM化】：一人ひとり違うワクワクを核に，「知

る」と「創る」が循環する，文理融合の学びに

1©乗り越えるべき課題
課題 1：STEAM学習プログラム・授業編成モデル・評価

手法の不足

課題 2：学校現場は知識のインプットで手一杯で，探究・プ

ロジェクト型学習（PBL）を行う余裕がないこと

課題 3：他者との協働の基礎となる情動対処やコミュニ

ケーションが難しい子どもも少なくないこと

2©必要なアクション
• インターネット上に「STEAMライブラリー」，地域に

「STEAM学習センター」を構築

• 知識は EdTechで学んで効率的に獲得し，探究・プロ

ジェクト型学習（PBL）に没頭する時間を捻出

• 幼児期から学齢期にかけて，基礎的なライフスキルや
思考法を育成

【学びの自立化・個別最適化】：一人ひとり違う認知特性や

学習到達度等をもとに，学び方を選べる学びに

1©乗り越えるべき課題
課題 1：一律・一斉・一方向型授業の神話

課題 2：一人ひとりの学習者の個性（認知特性や理解度や

興味関心）への細やかな対応の不足

課題 3：授業時数・学年・居場所の制約（履修主義・学年

制・標準授業時数，狭い「対面」の考え方）

2©必要なアクション
• 知識の習得は，一律・一斉・一方向授業から「EdTech

による自学自習と学び合い」へと重心を移行

• 幼児期から「個別学習計画」を策定し，蓄積した「学
習ログ」をもとに修正し続けるサイクルを構築

• 多様な学び方の保障（到達度主義の導入，個別学習計
画の認定，ネット・リアル融合の学び方の導入）

【新しい学習基盤づくり】：学習者中心，デジタル・ファー

スト，社会とシームレスな学校へ

1©乗り越えるべき課題
課題 1：EdTechを活用するには，学校 ICTインフラがあ

まりに貧弱なこと

課題 2：教師も子ども達も手一杯で，創造性を発揮する余

裕がないこと

課題 3：教師が学び続け，外部人材と協働する環境の不足

2©必要なアクション
• ICT環境の整備（1人 1台パソコン・高速大容量通信・

クラウド接続の実現，調達改革・BYOD・寄付）

• 学校 BPR（業務構造の抜本的改革）の試行・普及，部

活動に縛られない放課後の充実

• 教師自身がチェンジ・メイカーとして，学校外の人材
と学び，協働し続ける環境の整備

このように経済産業省の「未来の教室」は，「創る」ため

に「知る」学びへの転換である「学びの STEAM化」，一

人ひとりが自分のペースを作る学びへの「学びの個別最適

化」，教育の EBPMの入り口である「1人 1台パソコン環

境」をそのコンセプトとして積極的に展開されている．

(7) 学校教育の情報化の推進に関する法律 [23]（2019年

6月 28日公布・施行）

この法律は，超党派国会議員による「教育における ICT

利活用促進をめざす議員連盟」が案を策定したもので，全

会一致で成立した．主な内容は次のとおり．

1©目的
全ての児童生徒がその状況に応じて効果的に教育を受け

ることができる環境の整備を図るため，学校教育の情報化

の推進に関し，基本理念を定め，国，地方公共団体等の責

務を明らかにし，及び学校教育の情報化の推進に関する計

画の策定その他の必要な事項を定めることにより，学校教

育の情報化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進

し，もって次代の社会を担う児童生徒の育成に資すること

を目的とする（第 1条）．
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2©国や地方公共団体等の責務
• 国は，学校教育の情報化の推進に関する施策を総合的
かつ計画的に策定し，及び実施する責務を有すること

（第 4条）．

• 地方公共団体は，基本理念にのっとり，地方公共団体
の地域の状況に応じた施策を総合的かつ計画的に策定

し，及び実施する責務を有すること（第 5条）．

• 学校の設置者は，基本理念にのっとり，その設置する
学校における学校教育の情報化の推進のために必要な

措置を講ずる責務を有すること（第 6条）．

3©学校教育情報化推進計画
文部科学大臣は学校教育情報化推進計画を定めなければ

ならない（第 8条），都道府県や市町村は，国の学校教育情

報化推進計画を基本として，その自治体の学校教育情報化

推進計画を定めるよう努める（第 9条）．

4©学校教育の情報化のための施策
地方公共団体は，国の施策を勘案し，地域の状況に応じ

た学校教育の情報化のための施策の推進を図るよう努める

（第 21条）．

(8) 安心と成長の未来を拓く総合経済対策 [24]：閣議決

定（2019年 12月 5日）

国の将来は何よりも人材にかかっている．初等中等教

育において，Society 5.0 という新たな時代を担う人材

の教育や，特別な支援を必要とするなどの多様な子供

たちを誰一人取り残すことのない一人一人に応じた個

別最適化学習にふさわしい環境を速やかに整備するた

め，学校における高速大容量のネットワーク環境（校内

LAN）の整備を推進するとともに，特に，義務教育段階

において，令和 5年度までに，全学年の児童生徒一人一人

がそれぞれ端末を持ち，十分に活用できる環境の実現を目

指すこととし，事業を実施する地方公共団体に対し，国と

して継続的に財源を確保し，必要な支援を講ずることとす

る（事業実施に当たっては，将来的な維持・更新に係る負担

を含めた持続的な利活用計画を策定する地方公共団体を対

象とする．また，端末整備に関し，スケールメリットを考

慮したうえで，地方公共団体において価格低減インセン

ティブが働く補助単価を設定する）．あわせて教育人材や

教育内容といったソフト面でも対応を行う．

• GIGA スクール構想の実現（Global and Innovation

Gateway for All）（文部科学省）

• EdTech導入実証事業（経済産業省）

• 教育現場の課題解決に向けたローカル 5Gの活用モデ

ル構築（総務省）

(9) 文部科学大臣・内閣総理大臣の発言

1©衆議院予算員会 [25]（2019年 10月 10日）

【萩生田文部科学大臣答弁】

この新しい社会を生きる子供たちにとっては，情報技

術を手段として活用していく力が一層求められており，

プログラミング教育などを通じて，デジタル社会に対応

できる ICT 人材を育成することが重要だと考えていま

す．しかしながら，我が国の学校における ICT活用状況

は世界から大きく後塵を拝しておりまして，また，学校の

ICT環境は地方自治体間で整備状況にばらつきが見られる

など，文科省としても現状に危機を抱いているところ

です．このため，文科省としては，最終的に児童生徒

一人一人がそれぞれ端末を持って ICTを十分活用するこ

とのできるハードウエア，ネットワーク等の環境整備を達

成するため，日本人のすばらしい研究成果，その恩恵が受

けられるように，その整備促進を図ってまいりたいと考え

ています．今後とも，関係省庁や産業界とも連携をしなが

ら，令和の時代にふさわしい，といいますのは，平成の時

代はパソコンやタブレットというのは学校にあったらいい

なという教材でしたけれども，いよいよ令和の時代は，な

くてはならない教材としてしっかり ICT環境の実現を図っ

てまいりたいと思っております．

2©経済財政諮問会議 [26]（2019年 11月 13日）

【萩生田臨時議員（文部科学大臣）発言】

3人に 1台分の予算を今までも地方財政措置でずっと積

み上げしているにもかかわらず，それをやっていない自治

体が，果たして国がハードだけ整備したからといって，運

用していくのかという疑念が残る．鶏と卵ではないが，結

局パソコンがないから授業ができないのか，授業を教える

人材がいないからなかなか普及しないのかという議論は省

内でも存在し，今回，一気に整備をしていただけるのであ

れば，教員の研修も含めて，その活用方法については無駄

のないようにしっかり前向きに取り組んでまいりたい．

【安倍議長（内閣総理大臣）発言】

パソコンが 1人当たり 1台となることが当然だというこ

とを，やはり国家意思として明確に示すことが重要．しか

し，今，鶏と卵で 10年来の話であり，同時に，それに対

応しなければいけないという情勢を作らないと，今の状況

がずっと続いていくのだろう．

Society 5.0を実現する上では，学校教育の段階から ICT

に親しみ，デジタル化に対応した人材を社会全体で育成し

ていくことが，まずもって重要．萩生田大臣におかれては，

竹本大臣や関係閣僚と連携しながら，この取組を大胆に加

速していただきたい．

(1)から (9)に列挙したとおり，いずれの提言でも，これ

からの社会を生きる人材の育成のために，児童生徒 1人 1

台の情報端末と高速なネットワーク環境が不可欠であり，

その環境整備と活用を加速する必要性が強く訴えられてい

る．日本はこの点で危機的状況であることが政府関係者に

広く認識された 2019年ともいえよう．一方，小中学校の教

員や教育委員会，自治体の首長，保護者など児童生徒を取

り巻く関係者は同様の危機感を感じているのであろうか．

c© 2020 Information Processing Society of Japan 10



情報処理学会論文誌 教育とコンピュータ Vol.6 No.2 1–15 (June 2020)

5. GIGAスクール構想

5.1 経緯と補正予算

GIGAスクールの名称は，2020年度概算要求のいわば目

玉として「GIGAスクールネットワーク構想」として 2019

年 8月に登場した [27]．学校内すべての教室まで高速かつ

大容量の通信ネットワークを整備するため，10Gbps対応

のケーブルや機器が想定された．単年度で日本全国の 1/3

の整備を見込む 3年計画の補助率 1/2の補助金である．

地方財政措置でなく補助金であること，全国のすべての

学校の整備を完了できる規模の計画であることが，これま

でには見られない概算要求の案であった．

これまで見てきたように，ICT環境整備は文部科学省を

含む，国の様々な機関や会議が提言するものであることか

ら，内閣官房 IT総合戦略室，総務省，文部科学省，経済産

業省が連携して，令和時代のスタンダードとして学校 ICT

環境を整備し，公正に個別最適化され，AIに代替されない

創造性を育める学びの場の実現を目指し，「子供たち 1人 1

人に個別最適化され，創造性を育くむ教育 ICT環境を」が

まとめられた [28]．この資料などに基づき，2019年 11月

13日の第 11回経済財政諮問会議で，萩生田臨時委員（文

部科学大臣）は次のように発言した [26]．

「Society 5.0時代の学びの実現に向けて，文部科学省は

関係省庁と連携し，「子供たち一人ひとりに個別最適化さ

れ，創造性を育む教育 ICT環境」を令和時代のスタンダー

ドにすべく，「端末」・「通信ネットワーク」・「クラウド」を

セットで整備に取り組む．こうした環境の整備と合わせ，

教育の担い手である教員の ICT活用指導力向上や学校外

の人材の活用など，指導体制の充実を図る．」

これを受け，先に述べたように，12月 5日に「安心と成

長の未来を拓く総合経済対策」として「GIGAスクール構

想の実現」が閣議決定された．

このような背景から，GIGAスクールネットワーク構想

は，校内通信ネットワークの整備に加え，児童生徒 1人 1

台端末の整備を含む「GIGAスクール構想」として，再構

成され，2,318億円の補正予算案として 12月 13日に閣議

決定された．

5.2 GIGAスクール構想の補正予算案 [29]

補正予算案の総額 2,318億円の内訳は，公立：2,173億

円，私立：119億円，国立：26億円で，地方財政措置と異

なり，希望するすべての学校が対象となりうる．12月 23

日の文部科学省による説明会で，次の 1©と 2©の配分額も示
された．

1©校内通信ネットワークの整備：1,296億円

内容：校内 LAN整備，電源キャビネット整備

対象：希望する全ての小・中・特支・高等学校等

公立：都道府県，政令市，その他市区町村 補助割合：1/2

※市町村は都道府県を通じて国に申請

私立：学校法人 補助割合：1/2

国立：国立大学法人，（独）国立高等専門学校機構

補助割合：定額

2©児童生徒 1人 1台端末の整備：1,022億円

内容：児童生徒が使用する PC端末

対象：国公私立の小・中・特支等

公立：都道府県，政令市，市区町村

補助割合：定額（4.5万円）

※市町村は都道府県を通じて申請

私立：学校法人 補助割合：1/2（上限 4.5万円）

国立：国立大学法人 補助割合：定額（4.5万円）

3©措置要件
•「1人 1台環境」における ICT活用計画

• 教員スキル向上などのフォローアップ計画
• 国が提示する標準仕様書に基づく都道府県単位を基本
とした広域・大規模調達計画

• 高速大容量回線の接続が可能な校内 LAN整備計画

（ランニングコストの確保を踏まえた LTE活用計画）

• 地方財政措置（2018～2022年度）を活用した「端末 3

クラスに 1クラス分の配備」計画

この措置要件から，国から教育委員会や学校への次のよ

うなメッセージを読み取ることができる．「地方財政措置

による自治体整備分は責任もって整備し，さらに，将来的

な維持・更新に係る負担を含めた持続的な利活用計画を策

定して欲しい」．つまり，今回の補正予算による補助金は，

地方自治体が学校教育の情報化に本気で取り組み始めるた

めの呼び水的な意味合いが大きいということであろう．

5.3 GIGAスクール実現推進本部

文部科学省は，前述の「安心と成長の未来を拓く総合経

済対策」に基づき，2019年 12月 19日に，文部科学大臣

を本部長とする「GIGAスクール実現推進本部」を設置し

た [30]．推進事項として次の項目をあげている．

1©児童生徒 1人ひとりが端末を持つための予算の適正な執

行・管理

2©児童生徒 1人ひとりが端末を持った際の教科書や教材の

在り方検討

3©教師や児童生徒が使いやすい学習コンテンツの調査等や
利活用に係る研修

4©地方公共団体が円滑に事業を実施するための国との連
携・普及促進

5©新たな教育環境を前提とした教育の企画立案や，情報の
収集・利活用の在り方検討

6©その他「令和の学校」にふさわしい教育内容を実現する
ために必要な事項

同日，文部科学大臣から「子供たち一人ひとりに個別最

適化され，創造性を育む教育 ICT環境の実現に向けて」と
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題した次の「文部科学大臣メッセージ」が出された [31]．

「社会を生き抜く力を育み，子供たちの可能性を広げる

場所である学校が，時代に取り残され，世界からも遅れた

ままではいられません．—中略—すでに児童生徒 3人に 1

台という地方財政措置で講じた ICT環境整備に取り組ん

できた自治体，またこれから着実に整備に取り組もうとす

る自治体を対象に，1人 1台端末とクラウド活用，それら

に必要な高速通信ネットワーク環境の実現を目指すもので

す．そして，この実現には，各自治体の首長の皆様のリー

ダーシップが不可欠です．この機を絶対に逃すことなく，

学校・教育委員会のみならず，各自治体の首長，調達・財

政・情報担当部局など関係者が一丸となって，子供たち一

人ひとりに個別最適化され，創造性を育む教育 ICT環境

の実現に取り組んで頂きますよう，心よりお願い申し上げ

ます．」

5.4 GIGAスクール構想実現のための施策

GIGAスクール構想の実現パッケージとして，次の 5項

目があげられている [32]．

1©環境整備の標準仕様例示と調達改革
• 学習者用端末の標準仕様の例示
• 校内 LAN整備の標準仕様を例示

• 都道府県レベルでの共同調達を推進
2©クラウド活用前提のセキュリティガイドライン公表
• 整備の硬直化を避けるための位置づけや構成の見直し
• クラウド・バイ・デフォルトの原則追記
• クラウドサービス事業者が留意すべき事項の追加

3©学校 ICT利活用ノウハウ集公表

• 教育の情報化に関する手引
ICTを活用した効果的な学習活動の例を提示

4©関係省庁の施策との連携
• 総務省：教育現場の課題解決に向けたローカル 5Gの

活用モデル構築

• 経済産業省：EdTech導入実証事業，学びと社会の連

携促進事業

5©民間企業等からの支援協力募集
• 校内 LANなど通信環境の無償提供

• 十分なスペックの端末（新品，中古）の学習者への提供
• ICT支援員として学校の利活用の人的サポート等

このように，GIGAスクール構想は，いわば国をあげて

義務教育段階の学校の情報化の地域による格差を是正し，

遅れを一気に取り戻そうとする構想であり，その実現が期

待されるものである．

6. GIGAスクール構想の特徴と意義

50年にわたる日本の小中学校の情報化をふまえると，現

在進行しているGIGAスクール構想には，これまでにはな

かった特徴や意義が見られる．筆者が重要と考えているの

は次の点である．

(1)自治体の意思決定を迫る国の予算と整備の低廉化

本稿は 2020年 1月現在の状況で記述されている．GIGA

スクールについては，文部科学省による都道府県教育委員

会，市町村教育委員会や首長を対象とする説明会が実施さ

れ，各教育委員会を対象に，児童生徒 1人 1台端末に先行

して校内通信ネットワークの整備の検討状況の調査が展開

されているところである．したがって，どれだけの自治体

がこの補正予算を活用して整備が進むのかは現段階では不

明である．しかし，この調査の文書の中に次のような整備

を促す記述が見られる [33]．

「校内通信ネットワークについては，この補正予算にお

いて，令和 2年度までに，小学校，中学校，義務教育学校，

高等学校，中等教育学校，特別支援学校の整備を行うため

の所要額を計上しておりますので，各設置者におかれては

必ず整備の計画をご検討いただき，ご回答ください．令和

3年度以降に計画している設置者におかれては，本補正予

算を活用出来ないことにご留意願います．特に，今年度交

付決定を受けた場合は，補正予算債を活用することでその

充当率は 100%であることから，今年度の交付申請を改め

てご検討ください．」

今，校内通信ネットワークを整備しないと，この先は国

からの補助が期待できないこと，今なら充当率が 100%で

あることを強調して，自治体の決心を促している．

なぜ，高速な校内通信ネットワーク整備を強調するので

あろうか．それは，すべての自治体が情報化に対応できる

ように，莫大にかかる端末などの経費を下げるためでも

ある．

安価な端末でも機能し，運用や保守に高額な経費を必要

としないようにする必要がある．そのためには，高速で快

適なネットワークを介してクラウドを利用できる環境をま

ず整備することである．これまで端末が負担していた機能

の多くがクラウドで処理でき，ファイルの保存もクラウド

に任せることができるなら，端末の低廉化が期待できる．

すべての学校が校内通信ネットワークを整備することが

できる財源を確保し，期間を限定することで自治体の決意

を促し，校内ネットワーク整備の地域格差を短期に是正す

る．この基盤により，次に続く端末整備に格差を生じさせ

ないようにすることが期待できる．

(2) 都道府県教育員会と市町村教育委員会の連携強化

都道府県の教育委員会に採用された教員が働く場所であ

る小中学校の ICT環境整備は市町村教育委員会の管轄で

ある．そのため，市町村の学校の ICT環境整備に格差が

見られても，都道府県が積極的に市町村に働きかけること

はほとんど行われてきていない．教員の ICT活用指導力

調査の場合も，市町村教育委員会からのデータは都道府県

経由で文部科学省に提出されるが，都道府県教育委員会が

効果的に活用しているということはほとんど聞いたことが
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ない．

小中学校の教育の情報化に関して，都道府県と市町村の

教育委員会間の連携は，少ない例外を除き，ほとんどない

といっていい．このことが，小中学校の情報化を遅れさせ，

自治体による格差を生じさせている要因の 1つになってい

ると考えられる．

GIGAスクール構想では，市町村教育委員会が都道府県

教育委員会を通じて申請することが計画されている．この

背景には，広域調達による必要経費の縮小化が主たる目的

としてあるが，すでにいくつかの都道府県から両者を繋ぐ

組織や連携の仕組み作りの声が聞こえてくる．

小中学校の情報化における都道府県教育委員会と市町村

教育委員会の連携強化の機会をもたらす可能性がGIGAス

クール構想にはあるように思われる．

(3) 整備先行に意味はあるか

2019年 11月 1日の財政制度分科会において，財務省は

文部科学省の調査結果をもとに次の点を指摘している [34]．

児童生徒用 PCの整備についてみると，2009年度補正

予算（スクール・ニューディール構想）の効果は 7.0人/

台（2008年 3月）から 6.8人/台（2010年 3月）へ，地方

財政措置の効果は 6.5人/台（2014年 3月）から 5.6人/台

（2018年 3月），5.4台/人（2019年 3月）へと，微増に過

ぎないことをあげ，「単純に整備に要する国費を投じれば

学校の ICT化が進むというものではなく，教育の ICT化

がいかに重要かつ必須の教育ツールであるか，実施主体で

ある地方自治体（教育現場）の理解を得ることが最重要課

題」であると指摘している．また，会計検査院の平成 25年

度決算検査報告 [35]などでも，ICT環境を整備しても活用

されていないということがこれまでにも指摘されてきた．

しかし，環境整備が先行することが批判されることも

あったが，学校にとっては整備された電子黒板の数などが

不十分であって活用しにくい面もあった．活用できるチャ

ンスが少なければ，効果的な活用方法や意義を見い出した

りすることは困難であろう．

一方，重要かつ必須の教育ツールであることを理解でき

ている学校や自治体にとってさえ，1人 1台を達成するた

めの費用は膨大であり，他の事業との兼ね合いから ICT環

境整備を優先させられない事情もあろう．

GIGAスクール構想は，この問題に次のように応えよう

としているところが，これまでの補助金や地方財政措置と

は異なるのではなかろうか．

今回は，全学校を対象とし，すべての児童生徒用端末を

対象とした大がかりのものである点がこれまでの整備とは

大きく異なる．

GIGAスクール構想では，まず，便利に活用できる十分

な数の ICT環境整備を先行し，いつでも，だれでもが活用

できる環境を整えることによって，教員や児童生徒の活用

を促し，体験を通して ICT活用の効果や意義を実感しても

らおうという，これまでになかった流れを想定していると

思われる．

これまでは，ICT活用の意義，必要性，効果などを事例

集や研修などにより知識として知ってもらい，理解しても

らうことによって効果的に ICTを活用してもらおうという

図式であった．この順序が効果的であったケースも少なく

はない．しかし，この順序を永年継続してきたことによっ

て，日本における教育の情報化は大きく遅れてしまったの

ではなかろうか．

今回のGIGAスクール構想は，卵と鶏の順序を入れ替え

て，現在の閉塞感から抜け出す挑戦ともいえよう．

この挑戦を成功させるためには，活用しやすい整備が行

われることが鍵となる．児童生徒 1人 1人が占有できるの

だから端末への愛着も増すだろう．だったら，安全を確保

したうえで，思い切って規制はなくして欲しい．教員や児

童生徒が自由に活用できる環境こそが，本来の理想的な活

用を促進すると思われる．道具とは本来そういうものであ

ろう．

(4) GIGAスクール構想がもたらす意識変容

GIGAスクール構想が成功して，児童生徒にとって ICT

が身近な存在になると，教員の指示によるだけではなく，

むしろ児童生徒の自由で自然な発想によって ICTが活用

されることが期待できる．クラウドを含む ICT活用が当

たり前という意識となり，ICTの日常的な活用から蓄積さ

れるビッグデータとその活用，多様な他者との協働などに

より，発想や価値観に変革がもたらされるであろう．プロ

グラミングや ICT活用を前提とすると，学習指導要領によ

る教科の構成や内容の配列に大きな変革がもたらされるか

もしれない．

GIGAスクール構想の実現の先には，DX（Digital Trans-

formation）時代の担い手としての素養を育んでいる児童

生徒の姿が想像される．

7. おわりに

約 50年を振り返ることにより，初等中等教育における教

育の情報化は，文部科学省などによる各種の検討，報告，提

言，予算化などが継続して行われてきたものの，Society5.0

の時代を生きることになる児童生徒の資質能力の育成を担

う学校としては不十分であり，むしろ危機的状況であると

の認識が各界から示されていることが浮き彫りになった．

これまで情報化が大きく進展したきっかけは，臨時教育

審議会 (1985)，レンタル制度の導入 (1994)，省庁連携タス

クフォース (1999)，スクール・ニューディール構想 (2009)，

GIGAスクール構想 (2019)と約 10年間隔であるが，いず

れも，文部科学省だけでなく，関連省庁や政府が積極的に

動いたときであった．

歴史を振り返ったとき，学習指導要領の変遷や教職員免

許法の改正など，教育の目的や方法の変化にともなって情
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報化が大きく進展したようには見えてはこなかった．今回

も教育界の外の各種団体や委員会などから 1人 1台の提言

があったが，全国教育長会議や全国規模の校長会など教育

界の内側から情報化を推進することの要望が寄せられてい

るという情報は見当たらない．このことが，日本の教育の

情報化が抱えてきた永年の課題といえるのではなかろうか．

それでも，今回のGIGAスクール構想の補正予算を契機

とした情報化の進展には，大きな期待がかけられている．

付記

2章は，参考文献 [1]から抜粋，要約し，本稿の趣旨から

必要に応じて加筆修正したものである．また，本稿の大部

分は各種の報告や提言を紹介しつつ，情報化の動向を浮き

彫りにするものであるため，文脈上引用であることが明ら

かである場合には「 」で引用部分を区分する方法は採

用していない．
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